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はじめに 

 

平成28年度県立高等学校入学者選抜の学力検査において、88校89課程で330名の受

検者に採点誤りがあったことが判明しました。また、平成27年度の学力検査におい

ても、71校75課程で188名の受検者に採点誤りがあったことが判明し、併せて答案用

紙を保存期間経過前に誤廃棄してしまった学校が３校あることが明らかとなりまし

た。 

２か年にわたる採点誤りに伴い、平成28年度２名、平成27年度２名、合わせて４

名もの受検者が、本来合格であったにもかかわらず不合格とされていたことも判明

しました。 

入学者選抜は、公正かつ厳正に行わなければならないところ、採点誤りや答案用

紙の誤廃棄があり、平成28年度及び平成27年度の受検者をはじめとして、保護者や

中学校関係者、さらに県民の信頼を損ねることとなったことは、誠に申し訳なく、

一切の弁解の余地のない事態であると、重く受け止めております。 

皆様に多大な御迷惑をおかけいたしましたことに対して、改めて心からおわびを

申し上げます。 

こうした事態を受けまして、神奈川県教育委員会として、入学者選抜の確実性及

び信頼性を確保するため、採点及び点検業務の検証、採点誤りの原因究明、具体的

な再発防止・改善策と入学者選抜後の検証方法をとりまとめるため「県立高等学校

入学者選抜調査改善委員会」を３月29日に設置し、第１回委員会を開催しました。 

調査改善委員会は、放送大学教養学部教授である田中統治委員長を含む外部有識

者３名、中学校・高等学校校長４名、ＰＴＡ代表２名、県教育委員会職員１名の計

10名のメンバーから構成され、５月30日の第５回委員会まで、再発防止に向けた議

論を重ねていただき、６月３日に「最終とりまとめ」を御報告いただきました。 

「最終とりまとめ」では、調査結果や学校からの聞き取りから見えてきた採点誤

りの原因、具体的な再発防止・改善策及び検証方法等について御提言をいただきま

した。そして、この提言を踏まえ、また学校現場の意見も反映させて、県教育委員

会としての｢県立高等学校入学者選抜学力検査採点誤りに関する再発防止・改善策｣

を策定しました。 

今後、県立高等学校入学者選抜の適正な実施に向けて、全県立高等学校教職員と

県教育委員会職員が一丸となって、この「再発防止・改善策」を確実に実行するこ

とにより、県民の信頼回復に全力で取り組んでまいります。 

 

平成28年６月21日  

神奈川県教育委員会 
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Ⅰ 「再発防止・改善策」策定の基本的な考え方 

 

この「再発防止・改善策」は、入学者選抜制度そのものを見直すという位置づけ

ではなく、採点誤り等をなくすことを目的として、その方策をまとめたものであり、

次の各項目を基本的な考え方として策定した。 

 

 

 １ 「県立高等学校入学者選抜調査改善委員会」から報告された「最終とりまとめ」

の内容を踏まえ、実効性のある方策とする。 

 

 ２ 県立学校長会議「入学者選抜研究会」をはじめ、学校現場の声を反映した方策

とする。 

 

 ３ 採点誤りが、様々な要因が重なり合って起こっていることから、総合的な対策

を講じる。 

 

 ４ 学力検査問題は、これまでと同様、記号選択式問題と記述式問題とする。ただ

し、記号選択式問題の解答に当たっては、所要の措置を講じた上、マークシート

方式を導入する。 

  

 ５ 重層的で実効性のあるチェックにより、誤りを未然に防ぐ点検体制を確立する。 

 

 ６ 入学者選抜の透明性を確保するための措置を講じる。 

 

  

これらの基本的な考え方に基づき策定した「再発防止・改善策」の各項目につい

て、今後、平成29年度入学者選抜に向けた「入学者選抜に係る基本マニュアルの見

直し」「作問」「実施体制」等の必要な準備を進め、採点誤りのない入学者選抜を

実施していく。あわせて、入学者選抜制度そのものの見直しについて、引き続き検

討していく。 
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Ⅱ 採点誤りの原因分析  

 

学校への聞き取りや各種調査、実際に誤りのあった答案用紙の分析等から、採点

誤りは、単純に原因が特定できるものではなく、様々な要因が重なり合って発生し

ていた。 

 

１ 採点・点検方法  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 採点環境  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 「自分の前に判断された結果に誤りはないだろう」という思い込みが生じ、

「誤りがあるかもしれない」という意識が弱かった。 

○ 記号選択式問題において、逐一正答を確認することなく、記憶に頼って一定

のまとまりごとに採点・点検を行っていた実態があった。 

○ ｢県立高等学校における入学者選抜の実施に係る選抜資料等作成のための基本

マニュアル（以下「基本マニュアル」という。）｣に従い、点検済みの印である

レ点を付け作業を進めていたが、レ点を斜線と見誤り、正答を誤答としてしま

うなど、「基本マニュアル」にも誤りを発生させる要因があった。 

○ 記述式問題における受検者の様々な解答に対し、各学校は「採点上の注意

（採点基準）※」に照らして、校内で取扱いを整理し採点を行っているが、採

点途中に確認された解答の取扱いについて、情報が共有、徹底されていなかっ

た。 

○ 受検者の多い学校、学力検査に加えて特色検査を実施している学校について

は、合格発表までの決められたスケジュールの中、時間的に厳しい状況での採

点・点検業務となっていた。 

○ 教科によって採点時間にばらつきがあることから、作業が遅れている教科に 

おいて、少しでも追いつこうという焦りが生じたり、計画的な休憩時間が取得 

できない状況があった。 

 ○ 一つの会場に全職員が集まり、全ての教科の採点・点検作業を一斉に実施し 

た結果、他の教科の進捗状況や採点・協議の声が気になるなど、集中力を保つ 

ことが難しい採点環境となっていた。 

※ 「採点上の注意（採点基準）」は、県教育委員会が採点を行う上で必要な

注意事項を記したものである。各学校は、この「採点上の注意(採点基準)」

に基づいて採点を行うが、受検者の様々な解答がある中、特に記述式問題に

おいて、その特性から全校で一つの正答に絞ることは難しい。そのため、合

否判定の権限を持つ学校長の下、各学校が校内で取扱いを整理した上で、最

終的な判断を行うこととしている。 
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３ 出題形式、解答用紙  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 県教育委員会からの学力検査当日の問題修正の指示や、それに伴う採点・点

検業務中の連絡なども誤りを発生させる要因となった。 

○ 配点の一部が複雑であったり、記述式問題の「採点上の注意（採点基準）」

に、採点する上でわかりにくいものがあった。 

 ○ 受検者の解答に○や×などの印がかからないよう、各解答欄上部の狭いスペ 

ースに採点・点検結果を記入しなければならず、解答用紙のレイアウトにも問 

題があった。 
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Ⅲ 再発防止・改善方策 

  

 １ マークシート方式の導入 

 

   記号選択式問題における解答方法としてマークシート方式の導入 

   

 

実施に当たっての考え方 

○ 記号選択式問題については、採点において判断の余地のないものであるが、

その採点や小計点及び合計点の集計において、採点誤りが多く発生した。 

○ 記述式問題は、採点に時間を要するが、受検者の学力を測る手段として有効

であり、また、この段階で出題形式を大きく変更することは、受検者にとって

望ましくない。 

○ そこで、記述式問題の採点に専念する時間を確保し、また、採点・点検に当

たってヒューマンエラーを防止する観点から、記号選択式問題の解答方法とし

て、所要の措置を講じた上で、マークシート方式を導入する。 

○ マークシート方式に対応が難しい受検者には、個々の状況に応じて、不利に

ならないよう十分に配慮していく。 

○ マークシート方式の導入は、平成29年度入学者選抜における共通選抜におい

て、学力検査を実施する全ての県立高校で実施していく。定通分割選抜等への

導入については、今後検討する。 

○ マークシート方式の導入は、公正性の確保のみならず、各学校における入学

者選抜の実施全体にかかる負担を軽減し、教育活動の充実につながることが期

待できる。 

 

実施に向けたスケジュール 

  

Ｈ28年 

6月 

 

7月 

 

8月 

 

9月 

 

10月 

 

11月 

 

12月 

Ｈ29年 

1月 

 

2月 

 

3月 

 

4月 

 

 

          

 

 

 

          

   

○ 平成28年７月末までに導入形態を決定し、準備を進め、12月～１月にかけて、

読取りのテストを行う。 

 

導入形態の 

決定 
導入に向けた準備 

学校説明会等で周知 

学

力

検

査 

リーフレット 

の作成・配付 

サンプル解答 

用紙の公表 

テスト 成果検証 

新入生 

ｱﾝｹｰﾄ 
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○ マークシート方式の導入などについて周知を図るためのリーフレット等を作

成し、10月以降、中学３年生に配付する。また、県立高校では、学校説明会等

において、受検者及び保護者に対して周知を図る。 

 

○ 平成28年12月、解答用紙のサンプルを県教育委員会のホームページに掲載す

る。 

 

 

 マークシート方式の例 

 

  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

  

  

１ ４ 
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２ 採点・点検方法の見直し 

   

①   記述式問題の２系統での採点・点検 

 

実施に当たっての考え方 

  ○ 記述式問題については、様々な受検者の解答がある中で、合否判定の権限

を持つ学校長の下、｢採点上の注意（採点基準）｣に照らして校内で取扱いを

整理した上で採点している。１系統で採点を行い、その後点検を行う現行の

方式では、複数の教員が採点・点検を行っても、前の採点・点検結果に引き

ずられてしまうという傾向が強かった。 

○ そこで、２系統で採点・点検を行い、点検後に照合することとし、齟齬
そ ご

が

ある場合は、その答案について、再度、採点・点検を行い、得点を確定する。 

 

 （イメージ図） 

 

 

②  記述内容チェックと誤字・脱字チェック等の役割分担 

 

実施に当たっての考え方 

 ○ まとまった文章等を記述する問題において、解答の内容に重点を置いて採

点を行ったため、結果として誤字・脱字の誤りに気付かないケースがあった。 

○ そこで、記述の内容を重点的に採点・点検する者と、誤字・脱字を重点的

に採点・点検する者といった役割分担を明確にして、採点・点検業務を実施

する。 

 

（イメージ図） 

 

 

 

 

 

齟齬がある場合

齟齬が無い場合

答案（写し）

答案（写し）

採

点

採

点

点

検

点

検

照

合

再

採

点

再

点

検

得点確定

採 点 役割分担

【記述の解答内容チェック】

【誤字・脱字チェック】
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  ③ 合否判定の分岐点付近の受検者に対する再点検 

 

実施に当たっての考え方 

  ○ 採点誤りを未然に防ぐ対策を講じているが、それでもなお、本来合格とす

べき受検者が不合格となることがないよう、万全の措置を講じる。 

○ 採点・点検後、合格発表を行う前に、合否判定の分岐点付近の受検者の答

案用紙を再点検する。 

 

④ 基本マニュアルの見直し 

 

実施に当たっての考え方 

  ○ 「基本マニュアル」に示された、点検済みの印であるレ点を、×と見誤っ

て小計を算出してしまうことを防止するなど、校内で統一すべき採点上の取

扱いを確実に徹底させるため、｢基本マニュアル」を見直す。 

○ 記述式問題の採点における点検済みの印であるレ点を含め、採点・点検の

表示方法を見直し、「基本マニュアル」に示す。 

○ 記述式問題について、可能な限り県教育委員会が示す正答例で採点を行う

ことが望ましいが、記述式問題の特性から、一つの正答に絞ることは難しい

のが実情である。 

○ そこで、各学校において、合否判定の権限を持つ学校長の下、「採点上の

注意（採点基準）」に照らして整理した採点の取扱いが、確実に採点者・点

検者に共有されるよう、具体的な方法を「基本マニュアル」に示し、各学校

での実施を徹底する。 

    

実施に向けたスケジュール（ ① ② ③ ④ ） 

  

Ｈ28年 

6月 

 

7月 

 

8月 

 

9月 

 

10月 

 

11月 

 

12月 

Ｈ29年 

1月 

 

2月 

 

3月 

 

 

 

         

    

○ 平成28年９月までに「基本マニュアル」を見直し、２系統での採点・点検

や役割分担の明確化、合否判定の分岐点付近の受検者に対する再点検につい

て、具体的方法を記載し、10月以降各学校に配付して、説明会を実施する。 

○ 各学校は、12月以降、新たな「基本マニュアル」により、円滑に採点・点

検業務が実施できるよう、シミュレーションを行うなど、事前準備を行う。  

基本マニュアルの見直し 
 

（新たな採点・点検 
方法を反映） 基本マニュアルの 

配付、説明会実施 

シミュレーション 
学

力

検

査 

成果検証 
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３ 採点・点検に専念できる環境の確保 

 

①  現行で１日設定している採点日を１日追加 

 

実施に当たっての考え方 

   ○ 在校生の授業と並行して採点・点検業務を行うことはできない中で、採点

日に終了しなければ、放課後などの限られた時間で、採点・点検を行わなく

てはならない状況となっている。 

○ 受検者数の多い学校や特色検査を実施している学校は、特に採点・点検に

多くの時間を要していた。 

○ そこで、現在の入学者選抜日程の中で、学校を休校とする採点日をもう１

日設け、採点に専念できる時間を確保する。 

 

【日程例】 

学
力
検
査 

面 

接 

面 

接 

採
点
日 

採
点
日 

  

(

判
定
会
議) 

(

発
表
準
備) 

合
格
発
表 

※ （ ）内は各学校が設定する日程の例 

 

  

②  会議室スペース等の確保や休憩時間の確保の徹底 

 

実施に当たっての考え方 

  ○ 複数の採点会場を確保するなど、集中して採点・点検業務が行える環境を

整えるため、採点スペースが確保できているか、また、休憩時間がスケジュ

ールに組み込まれているか事前に確認し、徹底を図る。 

 

 

③  入学者選抜期間における業務管理の徹底 

 

実施に当たっての考え方 

   ○ 入学者選抜の期間において、管理職は、学校全体の業務を把握し、職員一

人ひとりの業務時間等の管理を徹底する。 

○ 採点に専念できる環境を整備するため、業務管理の方法などを「基本マニ

ュアル」に示すなどして、徹底を図る。 
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実施に向けたスケジュール（ ① ② ③ ） 

 

Ｈ28年 

6月 

 

7月 

 

8月 

 

9月 

 

10月 

 

11月 

 

12月 

Ｈ29年 

1月 

 

2月 

 

3月 

 

 

 

         

 

○ 平成28年６月以降、入学者選抜の日程を周知し、各学校は入学者選抜期間

における学校全体の業務について、日程調整等を行う。 

 

   ○ 県教育委員会が実施する入学者選抜に係る説明会等において、採点環境の

確保について改めて徹底する。また、各学校の採点環境を事前に調査して確

認を行う。 

 

   ○ 各学校は、業務管理表などにより、入学者選抜期間における職員一人ひと

りの業務管理の徹底を図り、採点に専念できる環境を整える。 

 

 

 

 

  

採点環境の 
確保徹底 

各学校の 
採点環境調査 

選抜日程 
の周知 

成果検証 選抜期間の 
日程調整 

業務管理の 
徹底周知 

業務管理表 
の作成 

学

力

検

査 
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４ 記述式問題及び解答用紙の工夫・改善 

 

①  記述式問題の見直し 

 

実施に当たっての考え方 

  ○ 県教育委員会においては、誤りのない作問に万全を期すため、その体制を

整備する。 

○ 記述式問題について、可能な限り、県教育委員会が示す一つの正答例で採

点を行うことが望ましいが、様々な解答がある記述式問題の特性から、全校

で一つの正答に絞ることは難しいのが実情である。 

○ そうした中で、記述式問題については、その質を確保するとともに、受検

者の学力を測る手段としての有効性や中学校における学習活動への影響を勘

案しながら、採点上の誤りが生じないよう、作問する。 

○ 「採点上の注意（採点基準）」についても、わかりやすい記載とする。 

     

②  解答用紙のレイアウト見直し 

 

実施に当たっての考え方 

  ○ これまで、解答欄上部の狭いスペースに採点・点検結果を記入していたが、

マークシート方式の導入による、解答用紙のレイアウト変更と併せて、記述

式問題の採点・点検欄を設ける。 

 

実施に向けたスケジュール（ ① ② ） 

  

Ｈ28年 

6月 

 

7月 

 

8月 

 

9月 

 

10月 

 

11月 

 

12月 

Ｈ29年 

1月 

 

2月 

 

3月 

 

 

 

         

    

○ 「基本マニュアル」の見直しと並行して、解答用紙のレイアウトも見直し

を行い、新たな解答用紙での採点・点検方法を記載した「基本マニュアル」

を平成 28 年 10 月以降に各学校に配付の上、説明会を実施して周知を図る。 

  

作問の検討 

解答用紙の見直し 
(基本マニュアルの 
見直し) 

成果検証 

基本マニュアルの 

配付、説明会実施 

サンプル解答

用紙の公表 

学

力

検

査 
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５ 採点・点検に対する意識の向上 

   

 採点・点検に対する意識の向上を図る研修の実施 
  

 

実施に当たっての考え方 

○ 「再発防止・改善方策」が適正に機能するためには、入学者選抜において採

点・点検業務を行う教員の意識を高めることが必要である。 

○ そこで、毎年、入学者選抜業務の意義や重要性について、採点・点検に携わ

る教員の意識を徹底するため、研修等を実施する。 

 

実施に向けたスケジュール 

  

Ｈ28年 

6月 

 

7月 

 

8月 

 

9月 

 

10月 

 

11月 

 

12月 

Ｈ29年 

1月 

 

2月 

 

3月 

 

４月 

 

 

 

          

 

○ 平成28年10月以降、各学校に示す「基本マニュアル」に、入学者選抜の意義

や重要性について明記し、その内容を周知するため、全教職員を対象にした校

内研修を実施する。 

 

○ 総合教育センターが実施する年次研修においても、入学者選抜に関する研修

を実施する。 

 

 

  

校内研修を実施 

基本マニュアルに 

意義等を位置づけ 
年次研修 

実施 

基本マニュアル

配付･説明会実施

学

力

検

査 
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Ⅳ セーフティネットの構築 
 
   「再発防止・改善方策」で示した具体的方策を講じ、採点誤りが生じないよう

万全を期すが、合格発表後、入学を迎えるまでの間に、新たなセーフティネット

を構築する。 

   

合格発表日以降、全受検者に答案用紙の写しを交付 
 

実施に当たっての考え方 

  ○ 受検者が自己点検を行うことができるようにするため、合格発表日以降、速

やかに、採点済みの答案用紙の写しを全受検者に交付する。 

 

実施に向けたスケジュール 

 

Ｈ28年 

6月 

 

7月 

 

8月 

 

9月 

 

10月 

 

11月 

 

12月 

Ｈ29年 

1月 

 

2月 

 

3月 

 

４月 

 

 

 

 

    

 

     

 

 

 

○ これまでの自己情報開示請求とは別に、全受検者に答案用紙の写しを交付す

る方法を平成 28 年９月までに検討する。 

 

○ 10 月以降、各学校に周知するとともに、学校説明会や中学校等を通して、受

検者への周知を図る。 

 

   

答案用紙の写しの 
交付方法を検討 答案用紙

の写しの

交付 

県立高校 
へ周知 

受検者 
へ周知 

学

力

検

査 
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Ⅴ 効果の検証 

 

  県教育委員会として策定した「再発防止・改善方策」の実効性を確認するため、

入学者選抜実施後の検証を行い、検証結果を再発防止に役立てていく。 

 

①   県教育委員会での再点検 

 

実施に当たっての考え方 

   ○ 「再発防止・改善方策」が適正に機能しているかを確認するため、答案用

紙を抽出するなどして、県教育委員会による再点検を行う。再点検の手法等

については、今後検討する。 

 

①   第三者委員会による客観的な立場からの検証 

 

実施に当たっての考え方 

   ○ 「再発防止・改善方策」が適正に機能しているかを検証し、次年度以降の

入学者選抜の改善に資するため、客観的な立場から改善点等を進言できる第

三者委員会を設置する。構成等については、今後検討する。 

 

実施に向けたスケジュール（ ① ② ） 

 

Ｈ28年 

6月 

 

7月 

 

8月 

 

9月 

 

10月 

 

11月 

 

12月 

Ｈ29年 

1月 

 

2月 

 

3月 

 

 

 

         

 

 

  

再点検の手法 
について検討 

県立高校 
へ周知 

再点検 

第三者
委員会 

② 

学

力

検

査 
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Ⅵ 答案用紙の誤廃棄 

 

 １ 原因分析 

 
(1) 答案用紙の誤廃棄の概要 

平成 27 年度入学者選抜に係る採点の再点検を指示したところ、「神奈川県

教育委員会行政文書管理規則」において、本来、１年間保存すべき答案用紙

を、保存期間経過前に廃棄してしまった高校が３校あることが判明した。 

 

誤廃棄の 
あった学校名 経       緯 

白山高等学校 

平成28年１月７日、平成27年度入学者選抜の答案用紙等

を整理するため、答案用紙を文書保存箱に詰め倉庫に保管

し、願書等の写しをシュレッダー処理しようとした際、適

切な保管及び管理を怠り、文書保存箱に入りきらなかった

国語の答案用紙の一部が廃棄する文書に紛れ込み、シュレ

ッダー処理が行われた。シュレッダー処理の途中で誤りに

気付き、処理を中止したが、国語の答案用紙374枚中171枚

をシュレッダー処理した。 

港北高等学校 

平成28年１月20日、平成27年度入学者選抜の答案用紙等

を整理する際、文書の保存期間についての認識不足から、

答案用紙等の保存期間（１年）の満了日を学力検査の日か

ら１年と誤認し、さらに、当該満了日が到達していないに

もかかわらず他の廃棄予定文書と一緒に廃棄した方が効率

的として、シュレッダー処理した。 

相模原総合 
高等学校 

平成28年１月６日、平成27年度入学者選抜の答案用紙等

を整理するため、ロッカーに保管していた平成27年度の答

案用紙等を搬出し、４月１日以降に廃棄する予定で、文書

保存箱３箱に入れて、倉庫に保管した。その際、適切な保

管及び管理を怠り、当該文書保存箱を廃棄すべき文書保存

箱を置くスペースに置き、３月７日、廃棄すべき文書と一

緒に、シュレッダー処理した。 

 
     

  (2) 原因分析 

       誤廃棄の原因として、答案用紙等を整理する際、適切な保管及び管理を怠

ったことや、答案用紙等の保存期間（１年）の認識不足及び保存期間を遵守

すべきことの認識不足などがあり、学校の文書管理体制が不十分であった。 

   

 

 



- 15 - 

 

２ 再発防止・改善方策 

 

①  行政文書管理規則等の遵守と研修 

 

実施に当たっての考え方 

  ○ 答案用紙の誤廃棄が判明したことを受け、行政文書管理規則等の規定を遵 

守するよう、徹底する必要がある。 

○ そこで、保存期間の規定や考え方を「基本マニュアル」に記載するととも

に、文書管理規則等の取扱いについて徹底するため、研修等を実施する。 

  

②   答案用紙の保存期間を１年から３年に延長 

 

実施に当たっての考え方 

○ 入学者選抜に対する透明性を高めるため、保存期間を１年から３年に延長

し、受検者から申し出があれば、採点済みの答案用紙の写しを交付できるよ

うにする。なお、４年を修業年限とする定時制の課程においては、４年に延

長する。 

 

実施に向けたスケジュール（ ① ② ） 

  

Ｈ28年 

6月 

 

7月 

 

8月 

 

9月 

 

10月 

 

11月 

 

12月 

Ｈ29年 

1月 

 

2月 

 

3月 

 

４月 

 

 

 

          

   

○ 平成28年10月以降、各学校に示す「基本マニュアル」に、答案用紙等の文

書管理について明記し、その内容を全教職員に周知するため、校内研修を実

施する。 

 

○ 総合教育センターが実施する年次研修においても、行政文書の管理に関す

る研修を実施する。 

 

校内研修を実施 

基本マニュアルに 

答案の保存等に関

する内容を記載 

年次研修 

実施 

基本マニュアルの 

配付、説明会実施 

規則等 

の改正 

学

力

検

査 


